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（
農
業
委
員
会
）

　
将
来
の
農
業
経
営
や
農
地
の
活
用

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

ま
す
か
。

　
農
業
委
員
会
で
は
、「
後
継
者
が
見

つ
か
ら
ず
、
今
後
、
農
地
を
ど
の
よ

う
に
管
理
し
て
い
く
の
か
不
安
だ
。」

「
こ
の
ま
ま
で
は
遊
休
農
地（
耕
作
放

棄
地
）に
な
っ
て
し
ま
う
。」「
現
役
を

引
退
す
る
の
で
農
地
を
貸
し
た
い
。」

「
新
規
就
農
す
る
の
で
農
地
を
借
り

た
い
。」
な
ど
、
様
々
な
相
談
や
意
見

を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
一
度
、
農
地
を
荒
廃
さ
せ
て
し
ま

う
と
、
新
し
い
借
り
手
を
見
つ
け
る

の
は
大
変
で
す
。

　
美
し
い
風
景
を
守
り
、
地
域
の
農

業
が
持
続
的
に
展
開
で
き
る
よ
う
、

「
個
人
に
と
っ
て
も
地
域
に
と
っ
て

も
貴
重
な
財
産
で
あ
る
農
地
を
大
切

に
守
る
」
＝
「
所
有
者
と
作
り
手
を

結
び
つ
け
る
」
＝
「
農
地
利
用
の
最

適
化
」
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
そ
こ
で
、
農
業
委
員
会
で
は
、
８

月
か
ら
あ
な
た
が
お
持
ち
の
農
地
に

つ
い
て
「
今
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ

て
い
る
の
か
。」「
今
後
、ど
の
よ
う
に

活
用
し
て
い
く
の
か
。」
な
ど
、
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

○
調
査
方
法

　	

農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
推
進

委
員
が
各
行
政
区
を
順
番
で
個
別

訪
問
し
て
い
ま
す
。

	

（
健
康
福
祉
課
）

　
児
童
虐
待
は
、
子
ど
も
の
心
や
か

ら
だ
に
大
き
な
傷
を
与
え
、
時
に
は

命
に
も
関
わ
る
大
き
な
影
響
を
与
え

る
深
刻
な
問
題
で
す
。

　
地
域
に
住
む
み
な
さ
ん
の
気
づ
き

が
、
虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
り
、
子

ど
も
が
健
や
か
に
成
長
で
き
る
た
め

の
第
一
歩
に
な
り
ま
す
。

○
児
童
虐
待
と
は

　	

「
そ
ん
な
つ
も
り
は
な
か
っ
た
…
」

と
思
っ
て
も
、
子
ど
も
に
有
害
で

あ
れ
ば
「
虐
待
」
で
す
。

　	

児
童
虐
待
は
、
主
に
次
の
４
種
類

に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
身
体
的
虐
待

　	

な
ぐ
る
、
け
る
、
首
を
し
め
る
、

や
け
ど
を
負
わ
せ
る
、
溺
れ
さ
せ

る
な
ど
。

○
性
的
虐
待

　	

性
的
な
い
た
ず
ら
、
性
的
行
為
の

強
要
な
ど
。

○
ネ
グ
レ
ク
ト

　	

家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を
与
え

○
準
備
す
る
も
の

・
転
作
確
認
の
営
農
計
画
書

・
印
鑑

※	

事
前
に
農
地
の
場
所
や
状
況
の
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
農
業
委
員
会
Ｇ

　
☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

農
地
利
用
実
態
調
査
を
行
い

ま
す

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進

月
間
で
す

	

（
町
民
税
務
課
）

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従
業

員
（
納
税
義
務
者
）
に
代
わ
り
、
毎

月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人

住
民
税
を
差
し
引
き（
給
与
天
引
き
）、

納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　
地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る

事
業
主
に
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村

で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一
斉
に
原

則
、
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
場
合
、
従
業
員
が
金

融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る
な

ど
、
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　
事
業
主
の
み
な
さ
ん
に
は
、
ご
理

解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

（
給
与
天
引
き
）に
つ
い
て

な
い
、
ひ
ど
く
不
潔
に
す
る
、
ケ

ガ
病
気
で
も
病
院
に
連
れ
て
行
か

な
い
。
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
、

同
居
人
に
よ
る
虐
待
を
放
置
す
る

な
ど
。

○
心
理
的
虐
待

　	

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
無
視
、
き
ょ

う
だ
い
間
の
差
別
的
扱
い
、
子
ど

も
の
前
で
の
Ｄ
Ｖ
な
ど
。

○
虐
待
が
疑
わ
れ
る
子
ど
も
の
様
子

　	

子
ど
も
の
様
子
か
ら
、
次
の
項
目

に
い
く
つ
か
に
当
て
は
ま
る
場
合

は
、
児
童
虐
待
の
可
能
性
を
考
え

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・	

親
が
迎
え
に
来
て
も
、
帰
り
た
く

な
さ
そ
う

・	

親
に
異
常
に
ベ
タ
ベ
タ
し
た
り
、

逆
に
無
関
心
だ
っ
た
り

・	

職
員
に
ベ
ッ
タ
リ
だ
っ
た
り
、
逆

に
警
戒
心
が
強
す
ぎ
た
り

・
び
く
び
く
し
た
態
度
・
反
応

・
友
達
に
対
し
、
す
ぐ
に
手
が
出
る

・	
季
節
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
い
つ
も
汚

れ
た
衣
服
を
着
て
い
る

・	

身
長
や
体
重
の
伸
び
が
悪
い
、
虫

歯
が
多
い

○
虐
待
か
と
思
っ
た
ら

　
☎
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

　	

お
近
く
の
児
童
相
談
所
に
つ
な
が

り
ま
す
。
連
絡
者
や
連
絡
内
容
に

関
す
る
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
、
福
祉
、
教
育
、

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個

人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
場
所

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
堀
之
内
集
会
所

※	

各
相
談
所
の
相
談
日
程
に
つ
い
て

は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎
（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　
専
門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
11
月
14
日
（水）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里
　

○
お
問
い
合
わ
せ	

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　
☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

生
活
相
談	

（
総
務
課
）

消
費
生
活
相
談	

（
産
業
課
）

相
　
談

町の情報をメールマガジン
で発信しています。
ぜひご登録を！


